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１．議会基本条例特別委員会の概要

（１）設置目的

地方分権の確立を目指し、二元代表制の下、議会及び議員の責務を明確にす

るとともに、議会に関する基本的事項を定めることにより、地方自治の本旨に

基づく町民の負託に応え、もって町民生活の向上及び町政の健全な発展に寄与

することを目的として、議会基本条例の策定を行うため、議員全員を委員とす

る「議会基本条例特別委員会」を設置した。

（２）特別委員会員

委 員 長 川 島 邦 彦

副 委 員 長 齊 藤 博

委 員 小早稲 美 穂

〃 白 井 則 邦

〃 大 石 法 子

〃 酒瀨川 芳 子

〃 金塚 学

〃 須 藤 伸 次

〃 御園生 浩 士

〃 内 海 和 雄

〃 佐 藤 修 二

〃 江 澤 眞 一

〃 竹 尾 忠 雄

〃 地 福 美枝子

〃 越 川 廣 司

〃 髙 﨑 長 雄

（３）設置日

令和元年９月３日設置（令和元年第５回定例会）
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２．議会基本条例特別委員会等の開催状況

令和元１２月 ３日 第１回特別委員会

（１）審議方法について

（２）日程等について

（３）議論の方法等について

令和２年１月１５日 第２回特別委員会

（１）審議の進め方について

２月１４日 第３回特別委員会

（１）「総則」について

（２）「議会及び議員の活動原則」について

３月１９日 第４回特別委員会

（１）研修の実施について

（２）「住民と議会の関係」について

４月１５日 新型コロナウイル感染症蔓延防止のため延期

７月１６日 研修会（講演会の開催）

テーマ：「議会基本条例制定に向けて」

講 師：加藤 幸雄 氏

元全国市議長会調査広報部長

元法政大学大学院・専修大学講師

８月 ５日 第５回特別委員会

（１）「行政と議会の関係」について

１０月１４日 第６回特別委員会

（１）「議会運営と権能」について

１１月１１日 第７回特別委員会

（１）「行政と議会の関係（議決事件の追加）」について

（２）「議会事務局等」と「政治倫理」について
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１２月１６日 第８回特別委員会

（１）「前文」について

（２）議会基本条例の「条文」（素案）について

令和３年１月１８日 第９回特別委員会

（１）パブリックコメント及び条例制定スケジュールについて

（２）議会基本条例（素案）について

２月２５日 第１０回特別委員会

（１）パブリックコメントの意見について

３月 ３日 第１１回特別委員会

（１）パブリックコメント、議会基本条例（案）及び申し合わせ

事項について

（２）発議案の提出について
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３．パブリックコメント募集・結果

目 的：議会基本条例（案）を公表し、皆様からご意見を伺うため、

パブリックコメントを実施しました。

実施期間：令和３年２月１日から令和３年２月２２日まで

募集方法：「議会だより」及び「議会ホームページ」

意見件数：１名の方からご意見をいただきました。

ご意見 町議会の考え

（前文）

①議会はどんな町を目指すか、町民と行

政には何を求めるか、議会だけでまち

づくりが完結しない点を考慮した前

文が必要である。

②議会の役割が監視と提言だけでよいの

か、町長他執行機関の役割についても

適確な記述が必要である。

③議会の在るべき姿がこれでよいのか？

更に上を目指す方策や如何。

１．全体的に不十分な記述が多く、言葉の

定義も不正確で、議会機能の強化に役

立つ条例としては中身の充足度が不足

している。（行政の役割が、「最少の経費

で町民福祉の推進」だけでよいのだろ

うか？情報公開が努力義務だけで改善

に向かうだろうか？未来像を具体的に

共有できないだろうか）

２．町民の意見尊重と町民参加を掲げな

がら、肝心の議会基本条例のような重

要な条例の策定に、町民の意見が十分

に聞き入れられていない。今や多くの

自治体において、立派な基本条例が策

定されており、これらを対比して住民

の意見を聴くなり、作成過程から住民

参加を得て、行政の力も借りて作成す

べきであり、今からでも遅くないので

［（前文）①②③及び１］

議会だけでまちづくりが完結しないこ

とはご指摘のとおりですが、本条例は、議

会運営の基本原則を定め、これを行使す

る際の規範として、また、不断の議会改革

と自己研鑽により、さらなる議員の資質

向上に努め、議会機能の強化と議会のあ

るべき姿を追求するため、制定しようと

するものです。

なお、議会の役割と行政の役割につい

ては、多岐にわたるそのすべての役割を

網羅できませんが、二元代表制の下、主た

る役割について記述するものです。

［２及び３］

本条例は議会運営の基本姿勢を資する

ものであることから、むしろ議員自らで

策定することが責務と捉え議論を重ねて

まいりました。

なお、本条例は新規に制定するもので

あり、議会運営の基本原則を条例化した

第一歩と位置付け、今後の地方分権の進

展や AIなど時代の変化に準じ、議論を重
ね必要に応じて改正してまいりますの
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ことばの意味

※タスクフォースとは、問題解決などを行うために一時的に構成される組織の

ことです。

再編を期待したい。

３．住民の理解と協力なしで、議会がいく

ら頑張っても目指す町づくりへ到達は

困難であり、どんな町を目指すかにつ

いても住民の意向をベースに策定すべ

きである。行政との在り方についても、

行政との協働作業がなければ適正な関

係作りは不可能と思う。議会の独り善

がりでは意味がない。一旦成立すると

変更は困難であり、再構築を重ねて期

待したい。

４．住民自治条例とセットにして、町のあ

るべき姿を総合的に描いて住民の果た

す役割を明確にした取り組みが本来の

町づくりであり、この際、出来れば両条

例をセットにした策定タスクフォース

をスタートさせて、議会、町民、行政 3
者一体となった作業で他の自治体を凌

駕する”一番古い町”に相応しい両条例
の制定に挑戦して頂けないだろうか。

５．細かいところでは討議の場としての

委員会の在り方と機能に改善を期待し

たい。メンバーも重複ありで人数を増

やしてはどうか。調査費もつけて、AI
時代にあって、外部の知恵も借りられ

るようにして、小自治体の弱みを克服

して貰いたい。本会議での報告も問題

点を町民と共有できるように資料を付

けて丁寧に行って頂きたく条例に明記

頂きたい。

で、ご理解をいただければ幸いです。

［４］

住民自治条例などまちづくりに向けた

条例の制定にあたっては、本来、町民とと

もに地方自治体が主体となって取り組む

べきものと考えますが、今後、そうした機

運が高まれば、議会の立場として議論を

重ねてまいります。

［５］

常任委員会は各議員ひとつの委員会所

属で運営しており、５名ないし６名の少

人数委員会です。複数所属により活発な

委員会討論となる可能性があり、貴重な

ご提案と受け止めます。

資料を含めて情報提供の充実は議会の責

務と捉えており、条例の具体的運用方法

として検討してまいります。
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４．酒々井町議会基本条例

目次

前文

第１章 総則（第１条・第２条）

第２章 議会運営及び議員活動の原則（第３条―第５条）

第３章 町民と議会の関係（第６条―第８条）

第４章 議会と行政の関係（第９条―第１２条）

第５章 議会運営と権能（第１３条・第１４条）

第６章 議会事務局等（第１５条・第１６条）

第７章 政治倫理（第１７条）

附則

前文

地方分権の進展に伴い地方自治体（以下「自治体」という。）は、その組織及び運営に関

する事項を自らの責任において決定することの重要性が高まっている。

町民の意思を把握し行政に反映する町議会は、町民の代表機関であり、自治体の意思決定

機関としての役割を果たすことによって、自律性の高い自治体を構築しなければならない。

二元代表制の下、町長その他の執行機関の役割は、町民福祉の増進に努めるとともに、最

少の経費で最大の効果を挙げることにあり、議会の役割は、町長その他の執行機関の事務が

適正かつ効率的になされているか監視するとともに、町民の意思が町政に適切に反映され

るよう政策の立案と提言を行うことにある。

こうした役割を果たすため、議会は、不断の議会改革と自己研鑽に励むとともに、積極的

な情報公開と説明責任を果たしながら議会機能の強化を図り、議会のあるべき姿を追求し

ていかなければならない。

町民とともに地域の主体性を高める議会を目指し、議会における最高規範として、ここ

に本条例を制定する。

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、地方分権の確立を目指し、二元代表制の下、議会及び議員の責務を明

確にするとともに、議会に関する基本的事項を定めることにより、地方自治の本旨に基

づく町民の負託に応え、もって町民生活の向上及び町政の健全な発展に寄与することを

目的とする。

（議会の役割）

第２条 議会は、町民の代表から構成される町の団体意思の決定機関である。

２ 議会は、町の議事機関であり、条例の制定、予算の議決及び決算の認定並びに行政活動
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の監視をする権限を有する。

第２章 議会運営及び議員活動の原則

（議会の活動原則）

第３条 議会は、次に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。

（１） 公平性、公正性かつ透明性を重んじた議会運営を目指すこと。

（２） 議決責任を認識し、町民に対して積極的な情報公開を図り、説明責任を果たす

こと。

（３） 町民が参画しやすい議会運営に努め、町民の多様な意見を把握した上で政策立

案、政策提言等に取り組むこと。

（４） 町長その他の執行機関の町政運営について監視し、評価すること。

（５） 議員間の自由な討議の場を設けるよう努めること。

（議員の活動原則）

第４条 議員は、次に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。

（１） 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを認識し、議員間の自

由な討議を重んじること。

（２） 町政の課題全般について町民の意見を的確に把握し、個別事案の解決にとどま

らず、町民全体の生活の向上に努めること。

（３） 研修、調査研究等による不断の研鑽によって自らの資質の向上に努めること。

（会派）

第５条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。

２ 会派は、議会運営、政策立案、政策提言等に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、

合意形成に努めるものとする。

第３章 町民と議会の関係

（会議等の公開）

第６条 議会は、本会議及び酒々井町議会委員会条例（昭和６２年酒々井町条例第１１

号）に規定する委員会（以下「会議等」という。）を原則として公開し、会議等で使用

した資料を公開するとともに、町民が傍聴しやすい環境の整備に努めなければならな

い。

（請願及び陳情）

第７条 町民及び町内の団体等から提出された請願及び陳情等を審査する場合は、政策の

提案と位置づけ、審査を付託された委員会で請願・陳情者の意見を聴く機会を設けるよ

う努めるものとする。

（広報広聴活動）

第８条 議会は、町民の知る権利を保障し、町民の多様な意見を把握して合議体としての

意思決定に反映させるため、広報広聴活動の充実に努めるものとする。

２ 議会は、議会広報を発行し、議会活動に係る情報を分かりやすく町民に提供するよう努

めるものとする。
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第４章 議会と行政の関係

(議会と町長等の関係)

第９条 議会と町長その他の執行機関及びその職員（以下「町長等」という。）は、二元代

表制の下、互いの役割を尊重しつつ緊張ある適切な関係を保持し、共通の使命を果たす

ため、それぞれが持つ機能を有効に発揮しなければならない。

（会議等における質疑応答及び反問）

第１０条 本会議における議員と町長等との質疑応答は、論点及び争点を明確にして行う

ものとする。

２ 本会議における一般質問での町長等との質疑応答は、一問一答の方式で行うことがで

きる。

３ 議長から本会議、常任委員会及び特別委員会に出席を要請された町長等は、議長又は委

員長の許可を得て、議員の質問に対して論点及び争点を明確にするため、反問すること

ができる。

（審議における論点整理）

第１１条 議会は、提案される重要な政策、施策、計画等（以下この項において「重要な政

策等」という。）について、審議における論点を整理し、その政策水準を高めるとともに

議決責任を担保するため、提案者に対し、次に掲げる事項について説明を求めるものと

する。

（１） 重要な政策等の提案に至った経緯及び理由

（２） 他の自治体における類似する政策等との比較検討

（３） 総合計画との整合性

（４） 町民参加の実施の有無及びその内容

（５） 重要な政策等の実施に要する経費及び財源措置（将来の負担を含む。）

２ 議会は、提出された予算案及び決算の審議に当たっては、前項の規定に準じた資料の作

成を町長に求めるものとする。

（議決事件の追加）

第１２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第２項に規定する議会の議決す

べき事件は、別に条例で定める。

第５章 議会運営と権能

(委員会)

第１３条 議会運営委員会は、次に掲げる原則に従い活動する。

（１） 議会で取り上げる議案の選択及び日程の決定に当たっては、適正かつ効率的な

議会運営に資するよう努めること。

（２） 所管する事項の調査及び議案等の審査に当たっては、適正かつ効率的な議会運

営に資するよう努めること。

（３） 議長の諮問に関する調査及び審査に当たっては、前２号の趣旨を踏まえてこれ

を行い意見を述べること。
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２ 常任委員会は、次に掲げる原則に従い活動する。

（１） 町政に関する課題及び町の事務に関する調査並びに付託された事件の審査を主体

的かつ自律的に行うこと。

（２） 前号の調査においては、常任委員会の専門性をいかし、積極的に行うこと。

３ 特別委員会は、次に掲げる原則に従い活動する。

（１） 特別委員会の設置に当たっては、その目的及び付議された事件の重要性又は緊急

性並びに委員の数及び設置する期間を明らかにすること。

（２） 特定の事件について緊急に審査する機関としての見地から、効率的な審査を行う

こと。

４ 議会運営委員会、常任委員会及び特別委員会は、調査を行った事務等及び審査を行った

事件について必要があると認めるとき又は議長から求められたときは、本会議において

その報告をしなければならない。

（議員研修）

第１４条 議会は、議員の資質の向上を図るため、議員に対する研修の充実に努めなければ

ならない。

２ 議会は、前項の研修に当たり、広く各分野の専門家、町民等との研修会を開催するよう

努めるものとする。

３ 議会及び議員は、町政の課題を広い視点から捉えるため、他の自治体における事例等を

調査研究するよう努めなければならない。

第６章 議会事務局等

（議会事務局）

第１５条 議長は、議会の政策立案機能を強化させ、議会の活動を円滑かつ効率的に行う

ため、議会事務局の調査機能及び法務機能の充実に努めるものとする。

（議会図書室）

第１６条 議会は、議員の調査及び研究に資するため、議会図書室の充実に努めるものとす

る。

第７章 政治倫理

（政治倫理）

第１７条 議員は、町民の代表として、その倫理性を常に自覚し、議会の品位を重んじて活

動しなければならない。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。


